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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

平成24年度
第１四半期連結累計期間

平成25年度
第１四半期連結累計期間

平成24年度

(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

経常収益 百万円 5,839 7,303 23,650

経常利益 百万円 532 2,130 3,057

四半期純利益 百万円 168 1,409 ――

当期純利益 百万円 ―― ―― 1,881

四半期包括利益 百万円 143 △543 ――

包括利益 百万円 ―― ―― 9,640

純資産額 百万円 32,460 40,869 41,951

総資産額 百万円 977,724 1,017,298 1,021,766

１株当たり四半期純利益

金額
円 1.84 15.43 ――

１株当たり当期純利益金

額
円 ―― ―― 19.72

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額
円 1.63 13.65 ――

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
円 ―― ―― 18.21

自己資本比率 ％ 3.31 4.00 4.09

　（注）１．当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４　経理の状況」中、「１　四半期連結財務諸表」の「１株当たり情

報」に記載しております。

３．自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計－(四半期)期末少数株主持分)を(四半期)期末資産の部の合

計で除して算出しております。　

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ（当行及び連結

子会社）が判断したものであります。　

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日本政府による金融政策・財政政策が奏功し、輸出型企業を

中心に改善の兆しが見られ、緩やかな回復基調にあります。

　当行の主たる経営基盤である山口県におきましても、円安を背景に輸出は前年を上回り個人消費は底堅く推移

する等、景気は持ち直しております。

　このような環境の中、当行は中期経営計画～一人でも多くのお客さまに「さすが西京」のサービスを～（平成

24年４月～平成27年３月）に基づく各施策に取り組み、当第１四半期連結累計期間の業績は以下のようになりま

した。

　連結経常収益は、前年同四半期より14億64百万円（25.08％）増加し73億３百万円となりました。これは主に株

式等売却益の増加によりその他経常収益が７億80百万円増加したことと有価証券利息配当金の増加により資金

運用収益が４億87百万円増加したことによるものです。

　連結経常費用は、前年同四半期より１億33百万円（2.52％）減少し51億72百万円となりました。これは主に株式

等償却の減少によってその他経常費用が５億37百万円減少したことによるものであります。

　以上により、連結経常利益は前年同四半期より15億98百万円（300.19％）増加し21億30百万円となり、四半期純

利益は12億40百万円（736.52％）増加し14億９百万円となりました。
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①　国内・国際業務部門別収支

　当第１四半期連結累計期間の資金運用収支につきましては、国内業務部門において有価証券利息配当金の増加

等により前年同四半期より552百万円（14.80％）の増益、国際業務部門において19百万円（32.82％）の増益と

なり、相殺消去後の合計で572百万円（15.10％）の増益となりました。

　役務取引等収支につきましては、国内業務部門において生命保険代理店手数料の増加等により85百万円損益が

改善し、相殺後の合計においても前年同四半期より損益が85百万円改善しました。

　その他業務収支につきましては、国際業務部門において105百万円の増益となりましたが、国内業務部門におい

て国債等債券償還損の増加により481百万円（87.68％）の減益となり、相殺消去後の合計においても376百万円

（67.74％）の減益となりました。 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 3,735 60 △5 3,790

当第１四半期連結累計期間 4,288 79 △5 4,363

うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 4,364 88 △24 4,428

当第１四半期連結累計期間 4,833 100 △17 4,916

うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 628 28 △19 637

当第１四半期連結累計期間 545 20 △12 553

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 △226 1 △26 △250

当第１四半期連結累計期間 △140 0 △25 △165

うち役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 629 2　 △26　 605　

当第１四半期連結累計期間 750 1　 △25　 727　

うち役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 855　 0　 △0　 856　

当第１四半期連結累計期間 891　 0　 △0　 892　

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 549　 6　 －　 555　

当第１四半期連結累計期間 67　 111　 －　 179　

うちその他業務収益
前第１四半期連結累計期間 676　 6　 －　 682　

当第１四半期連結累計期間 645　 112　 －　 757　

うちその他業務費用
前第１四半期連結累計期間 127　 －　 －　 127　

当第１四半期連結累計期間 577　 0　 －　 578　

　（注）１．国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建

対非居住者取引は国際業務部門に含めております。

２．相殺消去額は、連結会社間の取引その他連結上の調整及び国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。
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②　国内・国際業務部門別役務取引の状況

　当第１四半期連結累計期間の役務取引等収益につきましては、生命保険代理店手数料等の増加により国内業務

部門において前年同四半期より120百万円（19.21％）の増収となり、相殺消去後の合計においても121百万円

（20.04％）の増収となりました。役務取引等費用につきましては、相殺消去後の合計で35百万円（4.19％）増加

しました。 

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 629 2 △26 605

当第１四半期連結累計期間 750 1 △25 727

うち預金・貸出業務
前第１四半期連結累計期間 263 0 △0 263

当第１四半期連結累計期間 235 0 △0 235

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 107 2 △0 109

当第１四半期連結累計期間 103 1 △0 104

うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 13 － － 13

当第１四半期連結累計期間 8 － － 8

うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 196 － － 196

当第１四半期連結累計期間 354 － － 354

うち保護預り・貸金

庫業務

前第１四半期連結累計期間 11 － － 11

当第１四半期連結累計期間 13 － － 13

うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 2 － － 2

当第１四半期連結累計期間 2 － － 2

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 855 0 △0 856

当第１四半期連結累計期間 891 0 △0 892

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 0 0 △0 0

当第１四半期連結累計期間 0 0 △0 0

　（注）１．国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建

対非居住者取引は国際業務部門に含めております。

２．相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
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③　国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第１四半期連結会計期間 908,902 2,060 △493 910,469

当第１四半期連結会計期間 928,678 1,453 △639 929,491

うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 293,190 － △153 293,037

当第１四半期連結会計期間 313,150 － △259 312,890

うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 614,517 － △340 614,177

当第１四半期連結会計期間 613,190 － △380 612,810

うちその他
前第１四半期連結会計期間 1,194 2,060 － 3,254

当第１四半期連結会計期間 2,337 1,453 － 3,790

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 7,000 － － 7,000

当第１四半期連結会計期間 12,200 － － 12,200

総合計
前第１四半期連結会計期間 915,902 2,060 △493 917,469

当第１四半期連結会計期間 940,878 1,453 △639 941,691

　（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者

取引は国際業務部門に含めております。

４．相殺消去額は、連結会社間の取引の調整であります。
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④　国内店貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況（末残構成比）

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間
金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 619,201 100.00 666,305 100.00

製造業 31,612 5.11 34,228 5.14

農業，林業 521 0.08 576 0.09

漁業 66 0.01 72 0.01

鉱業，採石業，砂利採取業 551 0.09 654 0.10

建設業 33,443 5.40 34,247 5.14

電気・ガス・熱供給・水道業 6,840 1.11 10,568 1.59

情報通信業 2,839 0.46 2,839 0.43

運輸業，郵便業 10,899 1.76 11,229 1.69

卸売業，小売業 41,674 6.73 43,153 6.48

金融業，保険業 38,358 6.20 30,281 4.54

不動産業，物品賃貸業 122,685 19.81 150,880 22.64

学術研究，専門・技術サービス業 1,761 0.28 1,832 0.27

宿泊業 2,194 0.35 2,983 0.45

飲食業 5,794 0.94 5,718 0.86

生活関連サービス業，娯楽業 6,759 1.09 7,052 1.06

教育，学習支援業 1,453 0.24 1,496 0.22

医療・福祉 21,932 3.54 25,009 3.75

その他のサービス 17,708 2.86 14,253 2.14

地方公共団体 50,966 8.23 57,390 8.61

その他 221,135 35.71 231,835 34.79

海外及び特別国際金融取引勘定分 － － － －

政府等 － － － －

金融機関 － － － －

その他 － － － －

合計 619,201―― 666,305――
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 297,000,000

第一種優先株式 3,000,000

計 300,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 91,462,801 91,462,801 非上場
単元株式数

1,000株　

第一種優先株式 2,280,000 2,280,000 非上場 (注)

計 93,742,801 93,742,801 － －

（注）第一種優先株式の内容は、次のとおりであります。

 　１．単元株式数

　　　 単元株式数　1,000株　　　　　　

２．優先配当金

(1) 優先配当金の額

　当銀行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録された

第一種優先株式を有する株主（以下「第一種優先株主」という。）または第一種優先株式の登録株式質権者（以

下「第一種優先登録株式質権者」という。）に対し、同日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を

有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」とい

う。）に先立ち、第一種優先株式１株当たり、第一種優先株式の払込金額（1,000円）に対し、年率3.50％に基づ

き、当該基準日が属する事業年度の初日（平成21年３月31日に終了する事業年度にあっては平成20年６月30日。

いずれにおいても同日を含む。）から当該配当の基準日（同日を含む。）までの期間につき月割計算（ただし、１

カ月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。）により算出される額の金銭を支払

う（以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第一種優先配当金」という。）。ただし、

すでに当該事業年度に属する日を基準日として第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に剰余金の配

当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。

(2) 非累積条項

　ある事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に支払われた剰余金の配当の合計額が

第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

(3) 非参加条項

　第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を

行わない。

３．残余財産の分配

　当銀行は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主また

は普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式１株当たりの残余財産分配額として、1,000円を限度に金銭を支

払う。

　第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

４．議決権

　第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
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５．種類株主総会

　当銀行が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、第一種優先株主を構成員とする種類株

主総会の決議を要しない。

６．株式の併合または分割、募集株式の割当て等

　当銀行は、法令に定める場合を除き、第一種優先株式について株式の分割または併合を行わない。

　当銀行は、第一種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を

与えず、また、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

７．普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）

　第一種優先株主は、下記第(1)に定める取得を請求することができる期間中、下記第(2)に定める条件で、当銀行

が第一種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求することができる。

(1) 取得を請求することができる期間

　平成23年７月１日から平成28年６月30日まで

(2) 取得の条件

①　第一種優先株式は、次に定める条件により当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行に取得させることがで

きる。なお、第一種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、１株未満の端数が生じたときはこれを切

り捨てるものとし、会社法第167条第３項に定める金銭による調整は行わない。

取得と引換えに交付

すべき普通株式数
＝　
（第一種優先株主が取得を請求した第一種優先株式の払込金額の総

額）÷取得価額　 　

②　取得価額

イ 当初取得価額

  当初取得価額は、191円とする。

ロ 取得価額の調整

(a) 当銀行は、第一種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合または

変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「取得価額調整式」という。)をもって取得価額を

調整する。

 

調整後

取得価額　

 

＝

 

調整前

取得価額

 

×

既発行普通株式数　＋
交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

調整前取得価額

既発行普通株式数＋交付普通株式数　 　

　取得価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基

準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の取得価額を適用

する日の１カ月前の日における当銀行の発行済普通株式数から当該日における当銀行の有する普通株式数

を控除したものとする。取得価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式の分割が行われ

る場合には、株式の分割により増加する普通株式数（基準日における当銀行の有する普通株式に関して増加

した普通株式数を含まない。）とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株

式数（効力発生日における当銀行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負の値で

表示して使用するものとする。取得価額調整式で使用する「１株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合

は当該払込金額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は０円とす

る。）、下記(b)(ii)および (iv)の場合は０円とし、下記(b)(iii)の場合は下記(b)(iii)で定める対価の額と

する。

(b) 取得価額調整式により第一種優先株式の取得価額の調整を行う場合およびその調整後の取得価額の適用

時期については、次に定めるところによる。

(i) 調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての場合を含み、当銀

行の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。）の取得と引換えに交付する場合または普通株式の交付を請求

できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。）その他の証券もし

くは権利の転換、交換または行使により交付する場合を除く。）

　調整後の取得価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）または無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当銀行普通株主に募集

株式の割当てを受ける権利を与えるためまたは無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用する。

(ii) 普通株式の株式分割をする場合

　調整後の取得価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
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(iii) 取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに調整前

の取得価額を下回る対価（以下に定義される。）をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する

場合（無償割当ての場合を含む。）、または調整前の取得価額を下回る対価をもって普通株式の交付を請求

できる新株予約権その他の証券もしくは権利を交付する場合（無償割当ての場合を含む。）

　調整後の取得価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権、また

は新株予約権その他の証券もしくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で

取得、転換、交換または行使され普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を準用して算出する

ものとし、取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場合は割当日）または無償割当ての効力発生日

の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためま

たは無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

　上記にかかわらず、取得、転換、交換または行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定し

ていない場合は、調整後の取得価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが

当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換または行使され普通株式が交付されたものとみなして取得価

額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。本(iii)におけ

る「対価」とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額

（普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた

額）から、その取得、転換、交換または行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以

外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式の数で除した金額をいう。

(iv) 普通株式の併合をする場合

　調整後の取得価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。

(c) 取得価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

(d) 上記(b)に定める取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当銀行取締役会

が合理的に判断するときには、当銀行は、必要な取得価額の調整を行う。

(i) 合併、株式交換、株式移転、吸収分割または新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

(ii) その他当銀行の発行済普通株式の株式数の変更または変更の可能性の生じる事由の発生により取得価額

の調整を必要とするとき。

(e) 取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満の場合は、取得価

額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後に取得価額の

調整を行う場合には、調整前取得価額は当該差額を差し引いた額とする。

８．議決権を有しないこととしている理由　

　資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

９．会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

　会社法第322条第２項に規定する定めを有しています。　

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額（百万
円）

資本準備金残
高（百万円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 93,742 － 12,690 － 4,264
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成25年３月31日現在で記載しております。　

 平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
第一種優先株式

2,280,000
－

「１(1)②発行済株式」

の「内容」の記載を参照

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　  151,000 －

権利内容に何ら限定のな

い当行における標準とな

る株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　 90,705,000 90,705 同上

単元未満株式 普通株式　　  606,801 － －

発行済株式総数 93,742,801 － －

総株主の議決権 － 90,705 －

 

②【自己株式等】

 平成25年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社西京銀行
山口県周南市平和通一丁

目10番の２
151,000 － 151,000 0.16

計 － 151,000 － 151,000 0.16

 

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。　
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第４【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

　

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自平成25年４月１日　至平

成25年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

現金預け金 118,967 93,109

買入金銭債権 7,864 7,747

商品有価証券 18 17

有価証券 ※2
 209,446

※2
 225,415

貸出金 ※1
 665,223

※1
 666,305

外国為替 272 142

その他資産 7,702 11,700

有形固定資産 11,902 11,826

無形固定資産 1,587 1,566

繰延税金資産 1,093 1,593

支払承諾見返 1,816 1,812

貸倒引当金 △4,129 △3,940

資産の部合計 1,021,766 1,017,298

負債の部

預金 946,817 929,491

譲渡性預金 90 12,200

借用金 8,195 7,769

外国為替 34 －

社債 11,100 14,100

その他負債 7,825 7,230

退職給付引当金 2,338 2,302

役員退職慰労引当金 158 130

睡眠預金払戻損失引当金 130 103

偶発損失引当金 90 71

再評価に係る繰延税金負債 1,216 1,216

支払承諾 1,816 1,812

負債の部合計 979,814 976,428

純資産の部

資本金 12,690 12,690

資本剰余金 10,300 10,300

利益剰余金 9,012 9,886

自己株式 △48 △51

株主資本合計 31,955 32,825

その他有価証券評価差額金 8,393 6,454

繰延ヘッジ損益 △73 △88

土地再評価差額金 1,578 1,578

その他の包括利益累計額合計 9,897 7,944

少数株主持分 98 99

純資産の部合計 41,951 40,869

負債及び純資産の部合計 1,021,766 1,017,298
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

経常収益 5,839 7,303

資金運用収益 4,428 4,916

（うち貸出金利息） 3,898 3,922

（うち有価証券利息配当金） 483 959

役務取引等収益 605 727

その他業務収益 682 757

その他経常収益 ※1
 122

※1
 902

経常費用 5,306 5,172

資金調達費用 637 553

（うち預金利息） 574 450

役務取引等費用 856 892

その他業務費用 127 578

営業経費 2,771 2,772

その他経常費用 ※2
 913

※2
 375

経常利益 532 2,130

特別利益 － 0

固定資産処分益 － 0

特別損失 13 3

固定資産処分損 3 3

減損損失 2 －

持分変動損失 7 －

税金等調整前四半期純利益 518 2,128

法人税、住民税及び事業税 245 87

法人税等調整額 104 630

法人税等合計 349 717

少数株主損益調整前四半期純利益 169 1,410

少数株主利益 0 0

四半期純利益 168 1,409
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 169 1,410

その他の包括利益 △26 △1,953

その他有価証券評価差額金 △59 △1,938

繰延ヘッジ損益 33 △14

四半期包括利益 143 △543

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 142 △544

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

破綻先債権額 1,129百万円 1,052百万円

延滞債権額 11,903百万円 11,632百万円

３ヵ月以上延滞債権額 50百万円 37百万円

貸出条件緩和債権額 625百万円 434百万円

合計額 13,709百万円 13,156百万円

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

　

※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額

前連結会計年度
（平成25年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

 300百万円  300百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

貸倒引当金戻入益　 77百万円 貸倒引当金戻入益 －百万円

株式等売却益 －百万円　 株式等売却益 841百万円

　

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

貸倒引当金繰入額 －百万円 貸倒引当金繰入額　 128百万円

株式等売却損 286百万円 株式等売却損 147百万円

株式等償却 543百万円 株式等償却　 0百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累

計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 201百万円 209百万円
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（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日)

　

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類　
配当金の総額
　（百万円）

１株当たりの　
　　　配当額
（円）　

基準日　 効力発生日　 配当の原資　

平成24年６月

26日
普通株式 456　  　 5.00　 　

 平成24年３月

 31日

 平成24年６月

 27日
　利益剰余金

定時株主総会
第一種優先　　

株式
79　  　 35.00　 　

 平成24年３月

 31日

 平成24年６月

 27日
　利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)

　

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類　
配当金の総額
　（百万円）

１株当たりの　
　　　配当額
（円）　

基準日　 効力発生日　 配当の原資　

平成25年６月

24日
普通株式 456　  　 5.00　 　

 平成25年３月

 31日

 平成25年６月

 25日
　利益剰余金

定時株主総会
第一種優先　　

株式
79　  　 35.00　 　

 平成25年３月

 31日

 平成25年６月

 25日
　利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当行グループは、銀行業務以外に一部で債権管理回収業務、ベンチャーキャピタル業務等の業務を営んでおり

ますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）

※１．企業集団の事業の運営において重要なものであるため開示しております。

※２．四半期連結貸借対照表の「有価証券」を記載しております。

　

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成25年３月31日）

 
連結貸借対照表計
上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 9,743 10,628 884

外国債券 10,098 9,784 △313

合計 19,842 20,413 570

　

当第１四半期連結会計期間（平成25年６月30日）

 
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 9,747 10,188 441

外国債券 9,101 8,783 △317

合計 18,848 18,972 123

　

２．その他有価証券

前連結会計年度（平成25年３月31日）

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

株式 6,626 13,688 7,061

債券 142,287 145,816 3,528

国債 85,875 87,945 2,070

地方債 24,379 25,197 817

社債 32,033 32,674 641

外国債券 9,939 10,205 265

その他 16,280 18,086 1,806

合計 175,134 187,796 12,662

　

当第１四半期連結会計期間（平成25年６月30日）

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 5,683 12,321 6,638

債券 168,362 170,032 1,669

国債 100,785 101,880 1,095

地方債 33,122 33,332 210

社債 34,455 34,819 364

外国債券 7,563 7,690 126

その他 13,540 14,707 1,166

合計 195,150 204,751 9,600
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　（注）１．四半期連結貸借対照表計上額は、株式については当第１四半期連結会計期間末前１カ月の市場価格の平均に

基づいて算定された額により、また、それ以外については、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等

に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。

        ２．その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで

回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結

貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処

理（以下「減損処理」という。）しております。

　前連結会計年度における減損処理額は、1,158百万円（うち、株式1,041百万円、社債117百万円）であります。　

　当第１四半期連結累計期間における減損処理額は、0百万円（株式0百万円）であります。

　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、決算日において時価が取得原価に対して50％以上

下落している銘柄をすべて、また、25％以上50％未満下落している銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認

められる銘柄を著しく下落したと判断しております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

(1)１株当たり四半期純利益金額  円 1.84 15.43

（算定上の基礎）  　 　

四半期純利益金額 百万円 168 1,409

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る四半期純利益金額 百万円 168 1,409

普通株式の期中平均株式数 千株 91,330 91,307

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額
円　 1.63 13.65

（算定上の基礎） 　 　 　

四半期純利益調整額　 百万円 － －

普通株式増加数　 千株 11,937 11,937

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式で、前連結会計年度末

から重要な変動があったものの概要

　

─── ───

　　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月８日

株式会社西京銀行

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　昭人　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙山　裕三　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 秋宗　勝彦　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社西京銀行

の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西京銀行及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

 
（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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